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【墓地利用許可の取消】
以下に該当する場合、許可を取り消すことができる。
(1)利用者が墓地利用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(2)管理料を３年間納付しないとき。
(3)法令又はこの条例及び規則に違反したとき。
【納骨堂利用許可の取消】
以下に該当する場合、許可を取り消すことができる。
(1)利用者が納骨堂利用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(2)法令又はこの条例及び規則に違反したとき。
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